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「2006年の海上の労働に関する条約」 について

ＩＬＯ（国際労働機関）がこれまでに制定した商船関係の条約等を整理・統合するとともに、

船員の労働条件を改善 ※ ＩＬＯ（本部ジュネーブ・加盟国１８５か国）

ＩＭＯ

SOLAS (The International Convention for the Safety of Life at Sea)

「海上における人命の安全のための国際条約」
○航海の安全を図るため、船舶の構造、設備、救命設備、貨物の積み付け等に関する技術基準を定める

MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships)

「船舶による汚染の防止のための国際条約」
○海洋汚染の防止を目的に、船舶の構造や汚染防止設備等に関する技術基準を定める

STCW (International Convention on Standards of Training, Certificate and Watch-keeping for Seafarers)

「船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約」
○船員の訓練要件、資格証明、当直などに関する国際的な統一基準を定める

ＩＬＯ
ＭＬＣ（Maritime Labour Convention）
「海上の労働に関する条約」

船員の労働条件に関するグローバルスタンダードとしての
「２００６年の海上の労働に関する条約」 （２００６年２月２３日採択）

あわせて、ＩＭＯ（国際海事機関）関連条約の分野では既に世界的に導入・実
施されている「旗国検査」及び「寄港国検査（ポートステートコントロール）」の
システムを新たに導入

ＩＭＯのSOLAS / MARPOL / STCW条約に続く「海事関連国際条約の第４の柱」としての位置づけ

条約批准に伴い、
船員法改正による国内法化
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2012年 8月 20日
フィリピンの批准により

充足済み
（発効要件充足）

2009年 2月 6日
パナマの批准により

充足済み

33％以上の商船船腹量

を有する30ヶ国以上

が批准してから

１年後に発効

条約の発効要件

批准国（2013年8月20日現在） 批准登録日 船腹量（％）

リベリア 2006年 6月 7日 11.14
マーシャル諸島 2007年 9月25日 6.47
バハマ 2008年 2月11日 5.26
パナマ 2009年 2月 6日 21.01
ノルウェー 2009年 2月10日 1.73
ボスニア・ヘルツェゴビナ 2010年 1月18日 －
スペイン 2010年 2月 4日 0.32
クロアチア 2010年 2月12日 0.16
ブルガリア 2010年 4月12日 0.04
カナダ 2010年 6月15日 0.32
セントビンセント・グレナディーン 2010年11月 9日 0.49
スイス 2011年 2月21日 0.07
ベナン共和国 2011年 6月13日 0.00
シンガポール 2011年 6月15日 4.68
デンマーク 2011年 6月23日 1.28
アンティグア・バーブーダ 2011年 8月11日 1.12
ラトビア 2011年 8月12日 0.03
ルクセンブルク 2011年 9月20日 0.11
キリバス 2011年10月24日 0.06
オランダ 2011年12月13日 0.70
オーストラリア 2011年12月21日 0.18
ツバル 2012年 2月16日 0.08
セントクリストファー・ネーヴィス 2012年 2月21日 0.10
トーゴ共和国 2012年 3月14日 0.03
ポーランド 2012年 5月 3日 0.02
パラオ 2012年 5月29日 －
スウェーデン 2012年 6月12日 0.37
キプロス 2012年 7月20日 2.16
ロシア 2012年 8月20日 0.80

フィリピン 2012年8月20日 0.55

モロッコ 2012年9月10日 0.04

ギリシャ 2013年1月4日 4.26

フィンランド 2013年1月9日 0.15

マルタ 2013年1月22日 4.04

フランス 2013年2月28日 0.78

セルビア 2013年3月15日 －

ベトナム 2013年5月8日 0.39

ナイジェリア 2013年6月18日 －

バルバドス 2013年6月20日 －

南アフリカ共和国 2013年6月20日 －

日本 2013年8月5日 1.76

英国 2013年8月7日 2.94

ドイツ 2013年8月16日 1.60

ガーナ 2013年8月16日 －

リトアニア 2013年8月20日 －

ベルギー 2013年8月20日 0.45

（合計）45か国 76.2％

加盟国数
（30ヶ国以上）

船腹量
（33％以上）

１年後

「海上労働条約」 批准状況・発効時期

加えて、3か国（ガボン、レバノン、
フィジー）がILOにおいて批准手続
中

条約は、

２０１３年８月２０日

に発効



これまでにILOにおいて定められた関連する条約等を整理・統合し、グローバルスタン
ダードとして、船員の労働条件を改善する

条約の実効性を与えるために旗国による検査及びポートステートコントロールを導入
することを目的として、平成18年2月採択。

●船員法の一部を改正する法律（平成２４年法律第８７号）概要

我が国は平成25年8月5日に批准。平成26年8月5日に条約発効予定。

海上労働条約の概要

改正船員法の概要

雇入契約の締結に先立つ書面による労働条件の説明義務・契約成立時の書面の交付義務

船内苦情処理手続の整備・当該手続を利用した船員に対する不利益取扱の禁止 等

に関する法律改正を行うほか、船員の居住設備要件の改善等に係る制度改正を行う。

一定の日本籍外航船に対し、条約の要件適合性を確認するための、国等による

検査の受検義務

検査に合格した船舶に、海上労働証書を交付し、船内備置を義務付け

【ポートステートコントロール（PSC）】

条約の締約国・非締約国の別を問わず、日本の港に寄港する外国籍船全てに対し、

条約の要件適合性を確認するための検査を実施

検査の結果要件不適合が判明した際には、軽微な場合は是正指導、重大な違反の

場合は船舶の出港差止め等の強制措置を実施

【旗国による検査】（法定検査）

【船員の労働条件の改善】

「2006年の海上の労働に関する条約」の締結に伴い、船員の労働条件を改善するとともに、国際航

海に従事する日本船舶及び我が国に寄港する外国船舶に対する船員の労働条件についての検査に
関する制度を創設する。

【条約の発効要件】33％以上の商船船腹量を有する30ヶ国以上の批准後１年で発効

現在、商船船腹量＝ 69%（充足済）

批准国数 ＝ 39ヶ国（充足済）

３０ヶ国において、
平成２５年８月２０日に条約発効済

公布：平成２４年９月１２日

H25.3.1に施行済み

日本で条約が発効する日（Ｈ26.8.5）

日本で条約が発効する日（H26.8.5）
（相当検査を平成25年5月1日より開始）

条約の発効等



   
 

 平成２５年８月６日  
海事局船員政策課  

 

我が国による「二千六年の海上の労働に関する条約」の批准について 

 
１．８月５日（月）（現地時間同日）、日本政府は，スイスのジュネーブにおいて、「二千

六年の海上の労働に関する条約」の批准書を国際労働機関（ＩＬＯ）事務局長に寄託しま

した。  
この条約は、船員の労働に関する各分野（賃金及び年齢等に関する最低条件、雇用、船

内設備、健康、医療、厚生、社会保障等）の既存の国際労働基準を整理し、明確化すると

ともに、その実効性を高めるために寄港国による検査（ポートステートコントロール）等

の措置について定めたものです。 
 
２．主要海運国の一つである我が国がこの条約を批准することは、国際海運分野における平

等な競争条件を確保しつつ、船員の労働環境の改善に資するとの見地から有意義なもので

あり、一定の労働環境を保障しつつ、効率的な運航を行う我が国の海運業界にとって、一

層の競争力強化、船員の労働環境の向上につながることが期待されます。 
 
３．この条約の発効要件は既に満たされており、本年８月２０日に効力が発生します。我が

国については、批准を登録した本年８月５日から１２か月が経過する２０１４年８月５日

に発効します。 
 
４．我が国で条約が発効すると、一定の日本籍外航船に対し、条約要件への適合性を確認す

るための法定検査の受検及びそれを証するための海上労働証書の船内備置が義務づけられ

ます。また、日本に寄港する外国籍船に対するポートステートコントロールも開始される

ことになります。なお、我が国において条約の効力が生じるまでの期間については、条約

に基づく検査に相当する検査（相当検査）を行い、相当証書の交付を行うことにより、既

に条約が発効している外国の港におけるポートステートコントロールに対応することにし

ています。 

【問い合わせ先】 

国土交通省海事局船員政策課 田中、瀬田 

電話：03-5253-8111（内線：45-102,123）

03-5253-8647（直通） 

03-5253-1643（FAX） 
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